
本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
ふ
ぐ
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
二
十
七

号
）
（
食
品
安
全
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

食
品
表
示
法
の
施
行
に
伴
い
、
ふ
ぐ
加
工
製
品
の
表
示
に
関
す
る
規
定
の
整
備
を
す
る
た
め 

 

の
改
正 

二 

内
容 

 
 

ふ
ぐ
加
工
製
品
の
表
示
義
務
を
条
例
の
規
定
か
ら
削
除 

三 

施
行
期
日 

 

㈠ 

施
行
期
日 

 
 

 

公
布
の
日 

 

㈡ 

経
過
措
置 

 
 

 

食
品
表
示
法
の
経
過
措
置
に
合
わ
せ
、
食
品
表
示
法
に
お
け
る
生
鮮
食
品
は
平
成
二
十
八 

 
 

年
九
月
三
十
日
ま
で
、
加
工
食
品
は
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正 

 
 

前
の
条
例
の
規
定
に
基
づ
く
表
示
を
継
続 


